
平成 22 年 5 月 6 日 

水の安全保障戦略機構事務局 

 

水の安全保障戦略機構から関係省庁連絡会への意見交換要望について 

 

１． 経緯 

・ 平成 21 年 8 月 11 日： 

水の安全保障戦略機構（以降、戦略機構）事務局より水問題に関する関係省庁連

絡会（以降、関係省庁連絡会）幹事会に意見交換要望事項を提出 

・ 平成 21 年 9 月上旬： 

関係省庁連絡会が、各要望事項に関する関係省庁の取り組み状況を整理し、戦略

機構に情報提供 

・ 平成 21 年 9 月上旬以降： 

各要望事項の内容具体化、充実化を戦略機構事務局及び関連行動チームが実施 

・ 平成 22 年 5 月： 

意見交換要望を提出 

 

２． 本意見交換要望の位置づけ 

・ 全ての課題を網羅していいない。行動チームからの意見を踏まえて、優先的に検討す

べきとして抽出した課題を対象。 

・ 各要望事項に関連する各省庁によって構成される部会と戦略機構との意見交換を促

進させることを目的として作成。 

・ 政府が策定した「新成長戦略」の実現化に反映させることを目的として作成。また、

社会資本整備総合交付金の活用等を含む平成 23 年度予算に反映させることを目的と

して作成。 

 

３． 提出資料（（）内は各資料のページ番号） 

（１）水援助・水ビジネスの海外展開強化方策 

・ 意見交換要望「ナショナル・フラッグ・チームの形成」（１－１） 

・ ナショナル･フラッグ･チームイメージ図（１－２） 

・ 自治体・商社の海外展開状況（１－３） 

（２）災害時・災害後の水供給・衛生対策 

・ 意見交換要望「災害時・災害後の水供給・衛生対策の充実」（２－１） 

・ 災害時・災害後の時間経過に応じた水供給・衛生対策（２－２） 

・ 自治体における水衛生に関する災害対策イメージ（２－３） 

・ 災害時における水供給広域連携イメージ（２－４） 

（３）需給関係を含めた水関連物質循環促進方策 

・ 意見交換要望「水関連物質循環を推進するための施策に求められる視点の共有」

（３－１） 

・ 水関連物質循環の現状イメージ（３－２） 

 

４． 今後の流れ（予定） 

・ 関係省庁連絡会に対して戦略機構から意見交換要望に関する具体的な説明を実施 

・ 説明を受け、関係省庁連絡会が部会設置を検討 

・ 部会設置後は戦略機構、関係省庁間で各要望の課題解決に向けた具体的な議論を開始 




















